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地
方
税
に
於
る
貧
者
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携
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地
方
人
税
に
於
け
る
貧
者
過
重
責
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一
所
得
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加
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A
人
税
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元
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い
遡
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可
能
ろ
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の
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B
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V
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摂
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岡
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白
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上
ニ
戸
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割
A
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続
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素
臼
物
税
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V

課
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件
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第
二
段
地
方
物
税
に
於
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る
品
賞
者
過
重
責
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(
一
土
地
課
税
A
圃
税
地
組
白
附
加
積
い
長
所
ろ
短
所
mw
課
税
物
件
及
積
率
的
課
税
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別

r
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r

，
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A
園
積
替
業
故
金
積
附
加
積
い
長
所
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短
所
仰
謀
積
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件
仰
課
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B
地
方
修
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税
三
家
屋
稔
A
課
税
物
件
及
納

r
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税
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雑
種
稔
及
務
外
収
入
に
於
け
る
貧
者
過
重
責
携
(
一
雑
種
税

ι-務
外
収
入
)

第
一
段

第
三
段地

方
税
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於
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貧
者
過
重
責
槍
傾
向
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第
三
十
二
血
管

九
O
五

第
六
時
蜘



婚
4
t
枕
に
於
る
貧
者
過
重
責
措
傾
向

第
三
十
二
巻

丸

O
六

第
六
時
嗣

結
論
〈
会
文
白
要
旨
)緒

雷

我
園
の
園
枝
は
、
之
を
組
雑
な
が
ら
も
直
接
税
と
間
接
税
と
に
直
分
し
て
見
る
と
き
、
其
が
直
接
税
よ
り
も
間
接

暁
の
方
に
偏
重
し
て
居
り
、
随
っ
て
貧
民
過
重
負
携
に
な
っ
て
居
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
人
の
よ
く
い
ふ
こ
'
と
で
あ

り
(
詮
-
〉
、
持
開
運
動
者
並
に
無
産
大
衆
に
同
情
。
乞
有
っ
た
思
想
家
準
者
の
屡
々
指
摘
し
て
、
我
邦
税
制
の
改
革
を

促
が
す
所
で
あ
る
。
た
Y
之
に
封
し
て
.
偶
々
、
我
邦
の
地
方
税
が
殆
ん

E
全
〈
、
直
接
税
と
い
ふ
べ
き
も
の
で

あ
る
所
か
ら
、
其
は
即
ち
有
産
者
の
負
措
に
外
な
ら
ぬ
と
潟
し
、
其
結
果
、
固
と
地
方
と
を
通
じ
て
観
れ
ば
、
我

邦
の
税
色
、
結
局
、
直
接
枕
恥
入
が
間
接
税
牧
入
よ
り
も
一
層
大
と
い
ふ
こ
と
に
な
り
、
貧
民
の
過
重
負
躍
と
い

ふ
こ
と
は
存
し
な
い
の
だ
と
も
い
ふ
が
み
る
。

一
躍
尤
も
の
や
う
に
も
見
ゆ
る
け
れ

E
も
.
そ
し
て
此
後
設
は
、

前
詑
に
比
し
、
園
内
に
存
す
る
凡
べ
て
の
税
を
見
逃
が
し
て
居
ら
ぬ
と
い
ふ
こ
と
に
於
て
勝
れ
て
居
る
け
れ
ど
も

而
か
も
亦
士
、
前
説
に
脅
し
〈
、
直
接
税
間
接
税
の
名
に
捉
は
れ
、
直
接
税
だ
か
ら
し
て
実
は
有
産
者
富
者
の
負

捲
で
ゐ
h
J
、
間
接
税
だ
か
ら
し
て
其
は
貧
乏
人
の
負
櫓
で
あ
る
と
遮
断
し
て
居
る
と
い
ふ
弊
を
見
れ
な
い
。
間
接

税
が
大
瞳
に
於
て
貧
乏
人
に
割
合
に
重
き
負
措
と
な
る
傾
め
る
こ
と
は
争
へ
な
い
で
め
ら
う
が
、
併
し
直
接
税
が

有
産
者
富
者
の
み
の
負
携
と
は
限
ら
争
、
且
つ
其
が
貧
富
者
を
通
じ
て
其
人
的
能
力
の
大
小
に
相
麗
し
た
も
の
と



も
限
ら
示
、

h
u

し
ろ
此
に
で
も
.
少
か
ら
子
貧
乏
人
が
過
重
負
携
を
被
む
る
と
い
ふ
可
能
性
を
も
っ
。
随
っ
て
我

園
の
国
税
に
於
け
る
貧
民
過
重
負
擢
の
傾
向
と
い
ふ
も
の
が
、
地
方
税
に
於
け
る
直
接
税
の
偏
重
に
よ
り
て
、
十

分
に
緩
和
せ
ら
る
る
と
い
ふ
課
に
往
か
な
い
。
一
む
し
ろ
此
に
よ
っ
て
国
税
の
夫
の
傾
向
を
増
長
す
る
に
過
ぎ
ぬ

E

見
ら
れ
る
。
な
は
此
勅
に
つ
き
世
人
の
注
意
を
捉
，
か
し
た
し
と
思
ふ
の
で
、
五
に
我
園
地
方
税
並
に
耽
外
股
入
の

内
容
を
吟
味
し
、
其
等
が
如
何
に
人
々
の
能
力
に
臆
じ
た
負
憶
と
な
ら
示
、
か
し
ろ
貧
民
過
重
傾
向
の
強
き
も
の

で
あ
る
か
を
指
摘
し
ゃ
う
と
思
ふ
。
蓋
し
、
其
は
我
邦
の
税
制
営
改
良
す
る
上
に
と
り
で
無
意
義
で
は
あ
る
ま

し、。
(

註

ご

最

も

新
L
壱
刊
行
に
か
ふ
る
大
内
教
授
の
財
政
畢
大
綱
中
晶
せ
に
、
之
に
闘
し
内
外
諸
岡
田
枕
統
計
に
基
き
て
の
見
易
昏
比
較
が
一
京
さ
れ

て
居
る
。

間
接
税
責
措
が
必
ず
し
も
貧
民
責
措
で
は
な
く
、
中
に
は
裕
一
服
者
の
責
措
た
る
も
の
あ
り
と
も
い
ふ
が
、
併
し
此
が
全
値
上
、
貧
民
に
過
電
と

な
る
と
い
ふ
こ
止
は
争
へ
な
い
。
む
し
ろ
直
接
就
が
裕
浦
者
の
み
の
責
櫓
で
な
〈
其
が
貧
乏
人
の
責
措
と
も
な
り
、
貧
富
者
ま
通
じ
で
貧
乏

人
に
割
合
に
重
〈
に
も
な
る
土
い
ふ
己
と
、
特
に
其
が
園
税
た
る
直
接
税
に
で
よ
り
も
、
地
方
税
た
る
直
接
続
に
て
著
し
壱
も
む
だ
と
い
中
事

が
法
意
ナ
ぺ
き
大
事
な
事
柄
で
あ
る
。
品
事
で
、
碕
逸
白
蔵
相
エ
ル
ツ
ペ
ル
ガ
ー
が
、
金
租
税
責
婚
の
六
O
%
を
直
接
枕
に
上
り
、
四
0
.
%
を
間

接
税
及
関
税
に
上
り
で
鷲
ら
き
ら
と
し
、
そ
し
て
若
干
の
間
接
税
及
閥
就
が
唯
だ
裕
渦
者
階
級
の
み
陀
謀
せ
ら
る
ふ
の
だ
か
ら
、
彼
は
斯
〈
し

て
、
会
嘗
粗
枕
需
要
白
七
五
%
が
裕
一
服
者
階
級
品
、
b
し
て
賢
ら
さ
る
主
だ

b
う
と
計
算
し
た
と
刊
ふ
が
、
此
れ
な
ど
も
、
直
接
識
を
貧
乏
人
の

責
は
ず
し
て
裕
頼
者
D
b
p
m
責
ふ
も
目
だ
と
す
る
極
め
て
皮
相
白
見
に
捉
は
れ
て
居
る
も
の
で
あ
る
。

地
方
税
に
於
る
賞
者
過
重
責
措
傾
向

九
O
七

第
三
十
二
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第
六
時
制
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地
方
税
に
於
る
貧
者
過
重
責
携
傾
向

第
三
十
二
巻

九
O
A

第
六
務

四

第
-
段

地
方
人
韓
に
於
け
る
貧
者
過
重
負
揖

地
方
歳
入
に
就
き
て
業
税
及
税
外
股
入
を
見
る
の
に
、
主
(
の
最
も
良
く
、
人
の
給
付
能
力
に
膳
じ
た
も
の
、
貧

者
と
富
者
と
の
聞
に
能
力
に
相
躍
し
た
る
負
携
の
存
す
る
も
の
を
求
な
れ
ば
、
矢
張
hJe
、
業
人
税
と
せ
ら
る
る
も

の
、
即
ち
所
得
税
附
加
税
と
戸
数
割
と
に
指
を
屈
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
此
れ
な
れ
ば
、
少
く
と
色
立
法
者
の
考

と
し
て
は
、
比
に
で
出
来
&
だ
け
人
の
能
力
に
臆
じ
た
課
税
含
し
ゃ
う
と
し
、
出
来
4
9

だ
り
各
人
の
能
力
を
み
~
瞳

的
綜
合
的
仁
見
『
L
目
、
卸
も
物
的
答
観
的
に
見
す
し
て

b

人
酌
主
観
的
に
見
て
諒
税
し
ゃ
う
L
」
し
て
居
h
ノ
、
此
れ
な

ら
ぱ
大
陸
に
於
て
貧
富
者
臆
分
の
負
曜
と
い
へ
や
う
が
、
併
し
其
れ
で
色
貫
際
に
営
っ
て
見
る
と
、
倫
ほ
幾
多
の

不
満
足
の
勤
が
め
り
、
特
に
、
物
的
、
客
観
的
の
元
素
が
少
か
ら
争
、
随
っ
て
富
者
必
宇
し
も
重
〈
擦
は
子
、
台
、

者
一
か
却
っ
て
比
較
的
に
重
〈
負
ふ
や
う
な
場
合
を
生
守
る
。
此
人
税
す
ら
も
然
り
、
況
や
業
の
主
要
税
た
る
べ
き

物
枝
、
及
其
他
の
牧
入
に
於
て
は
尚
更
の
こ
と
貧
富
者
其
能
力
に
相
膳
せ
ぬ
負
擦
と
い
ふ
こ
と
に
な
っ
て
居
る
。

先
づ
以
て
、

一
所
得
税
附
加
税
に
つ
き
で
見
る
に
、
此
に
、

川
町
人
税
的
元
素

l
ー
も
固
よ
り
業
本
質
上
相
営
に
は
備
は
っ
て
居
る
。
郎
ち
課
税
標
準
と
し
て
原
則
と
し
て
は

費
擦
の
成
果
に
就
き
、
費
用
を
引
去
り
た
る
純
牧
に
依
る
こ
と
、
第
三
種
所
得
に
て
、
原
則
と
し
て
自
然
人
に
就



き
業
金
所
得
の
綜
合
課
設
を
計
っ
て
居
る
こ
と
、
勤
勢
所
得
宥
恕
を
震
す
こ
と
、
人
的
係
累
事
情
の
掛
酌
を
震
す

こ
L
」
。
更
ら
に
此
に
て
累
進
税
率
を
採
用
し
、
見
税
貼
を
色
輿
へ
て
居
る
こ
と
な
ど
、
は
其
れ
で
あ
る
。
其
限
り

に
於
て
能
力
の
大
小
に
膳
じ
た
も
の
だ
と
し
て
良
い
。
慮
が
此
に
は
、
別
に
物
税
的
一
克
素
が
少
か
ら
や
存
在
し
て

其
に
て
折
角
の
人
税
に
於
け
る
臆
能
公
平
を
破
壊
し
、
貧
者
池
重
の
機
曾
を
生
じ
得
る
の
み
な
ら
や
、
人
税
的
元

素
中
に
も
、
殆
ん
ど
避
〈
べ
か
ら
や
に
不
公
平
可
能
性
を
件
ふ
て
居
る
。
前
者
は
項
営
改
め
て
詳
し
く
説
く
と
し

て
、
先
づ
後
者
の
重
な
る
色
の
を
奉
C
る
と
、

、B

，ノい
順
偶
巾
品
目
に
似
る
埴
脱
の
危
険
あ
る
'
L
I
一
の
潟
め
一
に
弘
、

，，，
 •• 
、

、

生

貧
者
過
重
負
携
の
機
舎
が
生
じ
得
る
(
註
二
)
。

保
叫
九
パ
わ
託
、
民
わ
把
均
一
」
旧
出
帆
川
町
わ
、

i
1
7
1
d
?
(
i
;
l
i
-
-
一
-

h
w
'
p
t

、L
〕

d
b

，，
 

(
註
ニ
)

ェ
l
ベ
ル
ヒ
は
、
所
得
が
他
人
の
支
練
場
所
に
で
携
は
れ
ず
、
取
得
者
の
自
己
申
告
に
課
税
基
礎
を
置
〈
の
外
な
き
凡
べ
て
む
場
合
に

所
得
種
類
の
認
別
性
並
に
監
督
性
白
大
小
相
違
に
よ
り
て
程
度
は
遣
う
け
れ
ど
も
、
多
少
は
異
質
か
ら
離
れ
た
も
り
と
な
る
で
あ
ら
う
左
説
奇

チ

Z

戸
は
、
綜
合
取
得
者
課
税
に
あ
り
で
は
、
不
正
賞
な
る
申
告
に
よ
り
て
、
租
積
極
易
を
受
け
ん
と
す
る
鴇
惑
が
、
あ
ま
り
に
大
い
主
い
ふ

て
居
る
。

円
規
程
の
恋
意
的
な
る
こ
と
の
潟
め
に
、
異
質
の
能
力
に
相
膳
せ
子
、
活
め
に
飴
カ
あ
る
も
の
が
却
っ
て
葉

少
き
も
の
に
比
し
て
過
小
の
負
措
と
い
ふ
こ
と
に
も
な
る
。
勤
勢
所
得
者
の
範
囲
の
決
定
の
仕
方
、
実
宥
恕
の
度

合
の
定
め
方
、
係
累
の
範
園
及
其
掛
酌
の
度
合
の
定
め
方
、
累
進
の
段
階
及
免
税
結
の
定
め
方
、
等
々
、
到
底
、

多
少
の
濁
断
恋
意
を
見
れ
な
い
。
尤
も
此
位
の
事
は
大
局
の
土
か
ら
し
て
は
辛
抱
の
出
来
ぬ
と
い
ふ
程
の
も
の
で

地
方
税
に
於
る
貧
者
過
重
賀
櫓
傾
向

第
三
+
ニ
審

九
O
丸

第
六
披

主E
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地
方
稔
に
於
石
貧
者
過
重
責
措
傾
向

は
な
く
、
大
盟
、
此
等
の
規
定
が
不
完
全
ガ
と
し
て
も
、
其
れ
あ
る
は
、
業
な
き
に
は
勝
る
と
し
得
る
の
が
後
に

第
三
十
二
巻

第
六
時
抽

ムノ、

九一

O

い
ふ
物
税
的
元
素
に
至
り
で
は
、
可
な
り
重
大
な
る
臆
能
負
捲
の
破
壊
で
あ
る

O

B
物
税
的
元
素

い
第
三
種
の
自
然
人
の
所
得
の
課
税
に
於
て
綜
合
課
税
の
例
外
と
し
て
、
第
二
種
所
得
の
源
泉
課
税
を
認
め

る
潟
め
|
|
第
一
一
種
所
得
大
な
る
富
者
が
葉
他
の
所
得
に
つ
き
極
め
て
軽
き
課
税
を
受
け
、
第
二
一
樟
所
得
を
有
た

喝
さ
る
比
較
的
貧
し
き
人
が
却
っ
て
其
の
金
所
得
に
つ
き
可
な
り
重
き
負
擦
を
す
る
ご
と
に
な
り
得
る
〈
註
一
号
。
特
に

我
邦
r

ト
マ
第
二
顧
問
肌
料
じ
地
方
附
加
枕
を
劃
せ
ね
斜
診
、
右
mw
不
公
与
を
一
居
常
長
す
る
。
僅
か
許
b
m
w
第
二
種

所
得
の
み
を
有
つ
貧
し
き
人
が
過
重
の
負
携
を
す
る
と
い
ふ
こ
と
も
あ
る
。

(
註
三
)

チ
見
カ
は
、
源
泉
課
税
の
厳
酷
及
不
公
正
を
指
摘
し
、
テ
ツ

U

エ
マ
ツ
ヒ
ア
ー
は
、
調
榔
泉
課
裁
に
て
、
取
得
者
を
見
ヂ
し
て
、
収
金
白

み
に
つ
き
課
税
す
る
こ
と
の
不
十
分
不
公
平
を
指
示
れ
。

一

t
u
r

ろ
第
一
種
法
人
所
得
に
て
、

げ
る
法
人
左
小
な
る
其
を
奉
げ
る
法
人
と
に
卒
等
に
比
例
課
税
を
魚
し
、
其
薩
に
累
進
課
税
を
せ
ぬ
と
い
ふ
こ
と

一
面
、
法
人
の
濁
立
人
格
を
認
め
な
が
ら
、
業
に
も
拘
ら
示
、
大
な
所
得
を
血
中

(
超
過
所
得
に
は
累
遣
が
あ
る
げ
れ
ど
も
、
此
に
は
主
と
し
て
普
通
所
得
を
見
る
)
は
、
議
論
の
傍
地
は
あ
る
と
し

て
も
、
能
力
謀
枕
の
上
か
ら
し
て
は
、
不
満
足
で
あ
る
。
大
曾
祉
が
富
者
の
手
に
蹄
し
、
小
舎
祉
が
貧
者
の
手
に

止
ま
る
と
般
定
す
る
を
得
る
ピ
け
に
て
は
、
結
果
は
貧
者
過
重
と
い
ふ
こ
と
に
な
る
。

Teschemach.er， E:inknllirnf，;nsteller. (IIandhuch der s. r79 Tyszkn. 9.. a. 0 
Fw. II) S. 88 
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ω外
園
在
住
者
の
所
得
に
つ
き
、
第
二
種
の
乙
に
か
か
る
丈
け
に
て
は
、
葉
大
小
を
聞
は
十
一
牽
の
比
例
課

税
を
潟
し
、
業
他
の
第
三
種
に
か
か
る
も
の
は
、
結
局
、
内
地
に
あ
る
丈
の
所
得
の
大
き
さ
に
従
ひ
て
累
進
課
税

を
せ
ら
れ
、
業
外
人
の
有
つ
全
睦
の
所
得
の
大
き
に
臆
じ
た
る
課
税
の
行
は
れ
ぬ
と
い
ふ
こ
と
が
あ
る
。
此
・
も
致

方
な
き
事
だ
ム
」
い
へ
ば
葉
迄
だ
が
、
失
張
b
結
果
と
し
て
貧
者
過
重
負
憶
の
機
曾
を
生
十
る
も
の
で
あ
る
。

叫
土
地
家
屋
物
件
管
業
の
所
得
に
つ
き
、
所
在
地
方
本
位
の
課
税
と
な
る
が
斜
め
に
も
、
少
く
と
色
各
地
方

に
つ
い

τ見
れ
ば
、
形
式
上
、
完
金
な
る
人
税
と
は
い
へ
な
く
な
る
と
い
ふ
こ
と
が
め
る
。
此
ば
課
税
の
買
質
上

ニ1

民
各
リ
う
J

L
、ド
L
司
令
4
3
t

ナ
コ
ヨ
♂
主
わ
ら
う
。
十
ノ
L
H
と
〉
困
、
、
伊
、

l
l
梓
B

L
汗
.
4
Z
L
C
I
7
L
H
V
J
t
q

，

v
t
E
4綱

各
地
方
に
で
附
加
税
務
の
異
名
こ
と

の
矯
め
に
、
多
少
能
力
に
不
相
臆
と
い
ふ
こ
と
が
生
じ
得
る
。

ほ
課
税
標
準
の
計
算
上
ー
ー
に
も
賞
者
過
重
負
憶
の
可
能
性
が
存
す
る
。
問
第
一
、
俸
給
者
等
、
比
較
的
能

力
の
乏
し
き
階
粧
の
者
に
つ
き
で
、
業
所
得
を
奉
ヤ
る
に
必
要
な
忍
生
産
費
を
全
く
件
一
除
せ

5
る
潟
め
に
、
彼
等

が
過
重
の
負
捧
佐
被
h
U
る
こ
と
に
な
る
。
間
斉
し
く
俸
給
者
等
に
つ
い
て
金
銭
上
の
給
料
の
み
に
依
り
、
買
物
給

奥
を
閑
却
す
る
が
潟
め
に
も
、
哀
れ
む
べ
き
小
額
の
金
銭
俸
給
者
過
重
負
携
と
な
り
得
る
。
向
牧
入
貫
蹟
額
に
依

ら
示
、
来
る
べ
き
般
入
湯
算
年
額
に
依
る
も
の
に
あ
り
て
は
、
其
貫
際
放
入
が
此
珠
算
額
と
異
る
こ
と
め
る
べ
き

に
因
っ
て
、
貧
者
過
重
負
措
の
機
舎
が
存
す
る
U

拘
負
債
利
子
に
つ
い
て
は
、
生
産
費
を
構
成
す
る
も
の
の
み
に

限
っ
て
之
を
控
除
し
、
人
的
負
債
の
利
子
は
一
切
之
を
控
除
せ
ぬ
の
で
、
各
人
の
人
的
給
付
能
力
を
見
る
と
し

τ

地
方
税
に
於
る
賞
者
過
重
責
稽
傾
向

第
三
十
二
倉

先』

第
六
競

七



地
方
税
於
に
る
貧
者
過
重
責
措
傾
向

九

i¥. 

第
六
務

第
三
十
二
巻

は
不
満
足
で
め
り
、
貧
者
過
重
負
捨
の
機
曾
は
姦
に
も
あ
る
。
間
接
人
よ
り
の
配
営
等
に
つ
い
て
、
恐
ら
く

主
等
の
負
債
を
考
慮
し
て
、
四
割
控
除
を
認
め
て
居
る
が
、
然
り
と
す
る
と
き
に
、
割
合
に
多
〈
借
金
し
て
居
る

も
の
と
、
少
し
く
借
金
し
て
居
る
も
の
と
、
会
〈
無
借
金
の
志
の
と
の
聞
に
不
R

公
平
が
生
じ
、
貧
な
る
者
に
過
重

負
措
ー
と
な
る
の
可
能
性
が
存
す
る
。
均
一
冗
来
、
替
業
所
得
に
は
連
肱
可
能
性
が
多
〈
、
其
矯
め
貫
際
よ
り
は
嗣
世
話
C

謀
我
と
な
る
傾
が
あ
る
が
、
俸
給
者
な
ど
の
如
〈
遁
股
の
出
来
難
き
も
の
と
封
比
し
て
過
轄
負
携
と
な
る
可
能
性

が
め
ち
、
実
反
面
、
五
れ
む
べ
き
貧
し
き
俸
給
者
過
重
負
憶
の
可
能
性
が
存
す
る
富
岡
)
O

A
の
い
に
て
掲
げ
七
勝
害
に
合
ま
る
る
酷
だ
と
し
て
、
恰
か
も
管
業
、
特
に
小
な
る
替
業
(
詑
き
に
は
、
か
か
る
可

能
性
の
あ
る
も
の
だ
と
し
て
、
此
に
て
己
む
を
得
争
、
其
質
際
の
純
所
得
に
依
ら
宇
し
て
、
各
業
者
の
貰
上
金
高

げ
か
、
実
は
む
し
ろ

を
基
本
と
し
て
、
此
鱒
所
得
に
劃
し
て
、
各
種
業
者
別
異
な
る
各
一
定
率
を
乗
じ
て
、
某
々
の
純
所
得
を
見
出
す

の
方
法
を
採
る
こ
と
に
な
る
が
、
か
〈
て
結
果
と
し
て
は
、
或
営
業
者
は
過
重
負
措
を
潟
し
、
他
の
も
の
は
過
軽

負
措
を
錯
し
、
而
か
も
小
さ
な
貧
し
き
管
業
者
が
却
っ
て
大
な
富
め
る
も
の
よ
り
も
割
合
に
重
き
負
携
を
震
す
の

可
能
性
を
生
守
る
。
翠
に
本
来
は
、
大
所
得
者
に
童
く
な
る
や
う
な
累
準
課
税
さ
へ
も
希
望
せ
ら
る
る
の
に
、
質

際
に
は
之
と
反
曹
と
な
る
こ
と
の
あ
る
の
は
遺
憾
で
あ
る
(
詮
六
)

O

(
註
四
)

チ
2

・
刀
は
、
商
工
業
者
は
、
其
所
得
の
高
さ
を
精
密
に
申
告
す
る
ζ

と
に
反
劃
ナ
る
傾
向
を
有
っ
と
指
摘
し
で
居

p
、
レ
プ
ケ
は
、
或

部
門
白
所
得
(
特
に
非
樹
立
軸
労
働
か

b
し
て
の
所
得
)
は
容
易
に
監
督
せ
ら
れ
、
他
白
部
門
。
は
此
監
督
が
困
難
だ
か
ら
、
後
者
(
替
業
者
な 株

拙著・租枕祈究.十巻・ 97回以下



ど
を
指
す
)
に
於
け
る
一
一
暦
容
易
な
る
遁
枕
可
能
性
に
よ
り
て
、
責
措
の
公
平
が
、
恰
か
も
給
付
能
力
乏
し
膏
階
級
を
不
利
と
ナ
る
方
法
に
で

6
 

問
題
と
な
る
と
鴛
す
。

〈
陸
五
〉

プ
ロ
イ
ャ
ー
は
、
小
な
る
無
簿
記
帥
官
業
に
於
け
品
質
際
純
金
計
算
の
困
難
を
注
意
ナ
。

〈
註
穴
)

昭
和
一
九
年
十
二
月
十
二
日
東
京
朝
日
新
聞
に
現
は
れ
た
投
書
に
依
る
と
、
東
京
で
は
、
個
人
商
底
で
は
、
所
得
は
資
上
金
高
田
百
分
+

五
と
見
積
b
れ
、
百
貨
庖
で
は
質
上
金
高
の
百
分
三
と
見
積
ら
れ
て
居
る
と
い
ふ
。
在
は
之
を
見
て
今
夏
な
が
ら
驚
き
、
其
時
考
へ
て
見
な
f

て
な
ら
ぬ
問
題
だ
と
思
ひ
、
貨
の
慮
、
此
一
論
文
は
此
記
事
に
刺
戟
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

二
戸
数
割

い
人
税
的
冗
紫
戸
数
制
は
立
松
柑
と
し
て
は
み

γ

ん
や
人
耽
と
し
や
っ
と
し
て
先
め
に
も
の
で
め

h
、

戸
者
(
濁
立
生
計
者
)
の
金
き
所
得
を
主
た
る
標
準
と
し
て
若
干
、
業
費
産
賦
況
を
加
味
掛
酌
し
て
課
税
し
、 ~!l!; 

構
業
者

の
金
き
人
的
給
付
能
力
を
見
て
課
す
る
積
り
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
大
韓
に
於
て
は
貧
富
者
各
能
カ
に
膳
じ
て
相

営
に
課
税
せ
ら
る
る
可
能
性
あ
り
と
は
し
て
可
い
。

町
物
税
的
元
素
|
|
併
し
貫
際
此
に
も
物
税
的
一
克
素
が
少
か
ら
や
存
在
し
、
所
得
税
附
加
税
に
比
し
て
も
一
屠

重
大
な
る
棋
陥
を
有
ち
、
か
か
る
も
の
を
以
て
貧
富
者
各
能
力
に
膳
じ
た
税
と
い
ひ
得
る
や
、
大
瞳
か
ら
し
て

色
、
か
し
ろ
貧
者
過
重
負
携
税
と
い
ふ
て
過
言
で
な
い
と
思
は
れ
る
。

い
課
税
物
件

l
lに
於
て
諸
多
の
貼
に
於
て
物
税
的
元
素
を
持
つ
こ
と
は
、
人
種
物
粧
の
品
川
界
及
特
徴
と
い

ふ
論
文
に
て
、
在
の
献
に
指
示
す
る
所
で
あ
る
。

地
方
税
に
於
る
貧
者
過
重
責
措
傾
向

第
六
時
抗

第
三
十
二
容

丸
一
=
一

大ム

Tyszka， a. a. O. s・'79・Ropl..e，Fw. s. 11:0. 
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第
三
十
三
巻

O 

地
方
税
に
於
る
貧
者
過
重
責
措
傾
向

ろ
課
税
標
準
|
|
中
山
主
た
る
標
準
た
る
所
得
に
つ
き
て
も
遺
舗
な
る
も
の
あ
る
べ
き
こ
と
は
、
前
に
所
得

税
附
加
税
に
つ
き
い
へ
る
所
か
ら
推
測
し
得
る
通
り
で
あ
る
。
間
そ
し
て
他
の
標
準
た
る
資
産
の
賦
況
に
し
て
も

九

四

第
六
時
就

此
は
凡
ベ

τ事
買
に
基
〈
ム
」
い
ふ
こ
と
だ
が
、
其
れ
で
も
色
々
の
異
っ
た
財
産
の
重
さ
を
測
定
す
る
に
依
る
所
の

方
法
に
多
少
恋
意
が
め
る
や
う
だ
し
、
業
他
、
負
債
の
計
算
方
法
な
ど
も
、
皮
相
的
の
も
の
と
し
か
思
は
れ
な

い
(
註
七
)

O

(
艶
セ
)

此
勤
は
賓
例
に
づ
い
1

て
他
日
詳
し
〈
論
じ
て
見
た
い
。
唯
葱
に
一
匙
だ
け
漣
べ
中
ぅ
。
専
門
家
た
る
問
中
氏
の
説
明
、
障
っ
て
其
が
寅

際
の
概
準
と
な
っ
て
dm
居
る
で
あ
ら
う
が
、
其
に
依
る
t
ス
甲
乙
一
一
人
白
資
産
を
見
て
、
甲
が
五
十
高
閣
の
不
動
産
を
有
ち
、
む
が
二
十
市
内
閲

の
責
債
を
有
ち
、
他
の
し
事
情
は
同
じ
だ
と
す
れ
ば
、
甲
に
は
資
産
状
咽
叫
に
よ
り
て
資
カ
を
算
定
し
賦
課
ナ
べ
き
額
を
加
へ
、
乙
は
其
賦
課
ナ
ベ

奇
衡
を
零
と
す
る
と
い
ふ
が
、
さ
仇
い
ふ
方
法
に
よ
ワ
て
居
る
と
す
る
と
、
此
に
丙
と
い
ふ
も
の
が
あ
っ
て
資
産
零
だ
と
い
ふ
と
奇
に
は
、
何

と
ナ
る
。
可
此
も
資
産
状
況
に
よ
り
賦
課
ナ
る
額
は
秀
し
〈
零
と
な
ワ
て
、
乙
と
丙
と
が
同
等
に
扱
は
れ
る
己
と
に
な
り
、
彼
等
と
甲
k
D
聞
に

は
、
単
純
に
五
十
蔦
園
白
差
自
存
す
る
と
見
b
れ
る
己
と
に
な
る
。
此
は
甲
と
乙
と
の
聞
に
は
七
十
蔦
の
差
が
あ

p
、
甲
と
丙
と
の
聞
に
は
五

十
禽
呈
霊
が
あ
る
と
し
て
計
算
し
た
〈
で
は
な
ら
ぬ
白
で
は
な
か
ら
う
か
。

は
税
率
ー
ー
が
戸
敷
割
に
て
は
比
例

rと
い
ふ
の
が
有
権
的
解
理

rと
の
事
だ
が
、
さ
う
だ
と
す
る
と
、
此

は
金
〈
物
税
的
で
、
人
税
に
相
臆
し
な
い
制
度

r。
随
っ
て
、
大
富
者
と
貧
乏
人
と
の
聞
に
決
し
て
n
公
平
な
る
負

憶
は
存
在
せ
や
、
貧
者
過
重
と
い
ふ
こ
と
の
明
か
ら
も
の
だ
(
註
八
)

O

(
健
八
)

園
積
所
得
税
に
於
け
る
百
分

0
・
へ
ぞ
b
百
分
三
十
六
に
至
る
累
進
が
、
各
所
得
階
級
白
給
付
能
カ
に
感
じ
て
公
平
な
も
の
だ
と
仮
定
す

る
と
、
所
得
、
財
産
自
大
小
に
拘
ら
ず
単
に
一
率
白
比
例
を
遡
用
ナ
る
所
の
戸
数
割
は
、
凱
暴
至
極
な
る
不
公
平
税
で
あ
り
、
其
れ
も
物
税
な

'57・市町村税戸数割j正義.
同上. 153 
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ら
ば
仕
方
が
な
い
が
、
人
枕
だ
々

h
ξ
高
唱
し
ヲ
ム
也
、
設
串
T

は
比
例
卒
で
差
支
な
い
な
ど
と
は
、
よ
〈
も
い
へ
た
も
の
で
あ
る
。
羊
頭
を
か

ふ
げ
て
狗
内
を
寅
る
も
の
と
対
個
の
標
本
で
あ
る
。

に
兎
税
姑
|
|
の
極
め
て
低
き
こ
と
、
随
っ
て
此
に
て
、
所
得
税
で
あ
つ
な
ら
ば
免
税
さ
る
べ
か
り
し
多
数

の
貧
乏
人
が
、
官
者
同
率
に
て
課
税
せ
ら
る
る
と
い
ふ
こ
と
も
、
亦
た
不
乱
公
平
至
極
で
あ
ち
、
人
税
と
し
て
は
遺

憾
で
あ
り
、
貧
者
過
重
負
捨
税
だ
と
い
ふ
こ
と
は
明
瞭
で
あ
る
。

第
二
段

地
方
鞠
韓
に
於
け
忍
貧
者
過
重
負
撞

前
段
に
い
ふ
如
〈
に
我
邦
の
地
方
税
は
其
人
税
で
き
へ
も
.
可
な
り
に
著
し
い
弱
姑
を
存
し
、
貧
者
過
重
負
擦

と
な
る
こ
と
が
明
瞭
で
め
る
が
、
業
物
税
に
至
り
で
は
一
層
然
る
も
の
が
め
る
。
蕊
に
物
税
と
し
て
は
雑
種
税
又

は
雑
種
税
的
な
る
特
別
税
ぞ
除
き
、
土
地
家
屋
管
業
に
課
す
る
地
方
の
特
別
税
及
附
加
税
の
み
を
拳
げ
て
批
評
す

る。↑
土
地
課
税

仏
国
税
地
租
の
附
加
税

い
長
所
l
l
l
公
卒
課
職
及
貧
者
軽
易
負
捨
ム
」
な
る
べ
き
勤
と
し
て
は
、
自
作
田
畑
に
つ
き
見
税
勤
の
あ
る
事

を
奉
げ
た
い
の
だ
が
、
併
し
実
は
単
に
園
枕
地
租
の
附
加
耽
と
し
て
見
積
貼
が
あ
る
の
み
で
あ
り
、
其
免
税
貼
以

地
方
税
に
於
る
賞
者
過
重
責
携
傾
向

第
三
十
二
巻

九

五

第
六
就



地
方
税
陀
於
る
貧
者
過
重
賀
撫
傾
向

下
の

6
の
に
は
後
に
い
ふ
特
別
地
税
が
か
か
る
の
で
、
結
局
地
方
税
と
し
て
は
一
向
に
、
貧
者
軽
易
負
携
と
な
ら

第
三
十
二
巻

九

六

第
大
競

も

-
t
F

、
o

e
t
F

，、ろ
短
所

1
lで
此
に
は
地
方
枕
と
し
て
は
其
短
所
の
み
現
は
れ
、
物
税
と
し
て
の
快
勤
は
凡
ペ
て
現
は
れ
、

貧
者
過
重
負
措
の
可
能
性
が
大
い
。

山
課
税
物
件
及
税
率
|
|
此
税
に
て
は
課
税
物
件
ぞ
各
地
片
と
錯
し
て
課
税
し
‘
所
有
者
の
人
に
ま
と
め

て
其
大
小
に
膳
じ
允
課
税
を
し
な
い
(
註
九
〉
0

崎
ふ
て
大
地
主
色
、
躍
に
一
小
地
片
の
持
主
も
平
等
一
容
の
比
例
に

て
課
税
さ
れ
、
貧
者
過
重
と
な
る
可
能
性
が
大
に
あ
る
。

(
健
丸
〉

土
地
に
ヲ
い
て
も
、
各
人
目
所
有
土
地
D
大
小
に
よ
る
累
進
課
税
白
理
論
及
貰
倒
の
あ
る
こ
と
は
、
松
田
掌
て
の
論
文
に
て
明
か
だ
が

我
邦
に
て
は
其
慮
ま
で
進
室
ず
、
牧
盆
枕
と
し
て
物
裁
と
し
で
の
固
有
の
形
を
存
し
随
ワ
で
其
銑
監
を
も
存
し
て
居
る
。
レ
プ
ケ
は
、
牧
盆
裁
は

英
木
賃
上
、
租
稔
主
鱈
白
金
き
経
済
収
態
を
無
親
す
る
も
の
だ
か
ら
、
給
付
能
カ
に
依
る
課
税
の
喉
だ
粗
な
る
形
式
を
意
味
ナ
と
い
ひ
、
ベ
ラ

フ
エ
ル
ヂ
ス
は
、
戦
鐙
積
回
一
侠
封
は
、
此
が
会
人
格
を
掴
ま
ず
、
魚
め
に
岡
有
白
租
枕
カ
に
主
で
、
侠
勤
あ
る
関
係
に
立
ワ
ζ

と
に
あ
る
と
鴛

し
、
プ
ロ
イ
ャ
ー
は
、
救
金
稔
は
租
税
責
携
を
、
単
に
、
物
憾
の
税
動
か
ら
考
慮
し
、
随
ワ
で
某
所
有
者
か
ら
離
れ
で
計
重
す
と
鴛
し
、
モ
ル

は
、
収
金
積
回
一
特
徴
は
、
常
に
唯
だ
各
個
白
源
白
戦
盆
が
課
税
せ
ら
れ
、
併
し
、
一
人
に
流
入
ナ
る
牧
金
が
、
其
人
其
主
慢
の
慮
に
て
橿
め
て

課
せ
ら
れ
な
い
ζ

と
に
あ
り
と
ナ
。

同
課
税
標
準
ー
ー
が
利
用
者
に
よ
り
年
柄
に
よ
り
具
る
べ
き
実
質
際
年
純
所
得
に
依
ら
守
し
て
刷
客
観
的

な
る
纏
賃
貸
債
格
(
欝
来
の
地
債
は
土
地
の
鱒
牧
と
純
牧
と
の
中
間
物
を
還
元
し
た
も
の
だ
が
、
此
か
ら
取
ら
う
と

O. Fw. " AuB. S. 354・Braue了， <l. a 
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い
ふ
の
は
、
組
賃
貸
債
格
で
あ
る
。
此
方
が
一
層
進
ん
だ
も
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
其
で
も
宵
不
満
足
の
も
の
だ
)

に
よ
り
(
註
一
O
)
、
向
其
色
十
年
間
固
定
据
置
左
な
る
べ
き
も
の
で
あ
り
(
奮
来
の
は
此
十
年
目
の
夏
改
さ
へ
も
な

〈
、
殆
ん

E
不
動
で
め
っ
た
)
(
詮
一
一
)
・
川
負
債
控
除
の
許
さ
れ
ぬ
も
の
で
あ
る
(
詑
一
三
。
だ
か
ら
し
て
負
債
多

き
貧
者
は
業
れ
な
き
所
の
富
者
に
比
し
て
過
重
負
曜
と
な
る
可
能
性
が
大
〈
、
利
用
能
力
乏
し
く
而
色
偶
々
自
然

的
の
不
利
を
最
多
〈
受
け
た
る
が
如
、
き
も
の
は
亦
た
過
重
に
苦
し
ま
な
〈
で
は
な
ら
令
、
十
年
間
も
据
置
か
れ
た

る
標
準
の
下
に
、
偶
土
質
際
の
賃
貸
債
格
又
は
買
収
の
、
法
定
の
債
格
に
比
し
て
一
層
下
り
た
る
が
如
き
も
の
も

免
措
の
池
宜
に
官
し
り
憎
め
ら
う
。

也
事
、
よ
い
附
ド
川

Y
Vし
も
守
主

I
w
b山
由
主
一
時
り
う
収
諭
3
3
C
止
br勘
?
九
円
、

町
』
d

l

u

、〆一
J

f

j

r

』

句

'

d

一。一
J
a
s
-
-
t
p
H
，L
U
1
d
'
l
g
j
V
0

・

》

も

ど

!
h

・
1
J
A

貧
な
る
地
主
に
も
来
る
可
能
性
は
あ
っ
て
、
業
の
此
に
か
か
り
来
っ
た
場
合
に
は
非
常
な
る
苦
し
み
ゃ
-
受
け
な
け

れ
ば
な
ら
ぬ
。
富
め
る
地
主
な
ら
ば
、
他
の
閥
係
か
ら
し
て
の
牧
入
に
て
補
ふ
こ
と
も
出
来
る
が
、
土
地
の
み
を

有
つ
貧
し
き
小
地
主
に
あ
り
て
は
大
に
困
る
で
あ
ら
う
。

(笹

-
O
)
Z
1
4
L
N
ヒ
は
、
公
正
な
る
課
税
を
保
置
ナ
る
免
め
に
は
、
取
盆
税
に
で
も
純
収
金
が
基
礎
と
さ
れ
な
〈
て
は
な
ら
ね
。
何
ぜ
と
な

れ
ば
純
攻
盆
の
み
が
収
盆
収
得
者
に
残
る
か
ら
。
然
る
に
取
盆
税
で
は
、
貸
際
政
盆
白
代
田
，
に
、
往
々
に
し
て
評
定
取
盆
が
士
重
と
な

P
、
収

盆
へ
の
経
冊
問
主
瞳
白
影
響
が
多
少
閑
却
さ
れ
る
と
角
し
、
モ
ル
も
、
取
盆
枕
白
一
侠
監
と
し
て
、
此
が
常
に
唯
だ
、
平
均
に
て
計
算
し
、
人
的
の

組
稔
給
付
能
力
を
考
慮
し
な
い
こ
と
を
事
げ
、
ベ
ラ
フ
エ
ル
デ
ス
も
、
其
主
た
る
扶
助
は
、
賓
際
故
金
が
考
慮
さ
れ
ず
し
て
、
単
に
平
均
取
盆

が
考
慮
き
れ
る
と
と
だ
と
い
ふ
。
テ
ア
ハ
ル
レ
も
、
納
税
義
務
者
白
人
的
給
付
能
カ
白
有
意
的
自
不
考
慮
と
い
ふ
こ
と
が
、
収
金
白
存
在
及
高

さ
の
上
に
、
経
潜
入
白
人
的
能
カ
白
影
響
を
閑
却
ナ
る
で
つ
な
課
税
標
準
由
選
揮
に
於
て
現
は
る
A

を
得
ze
。
人
が
貸
際
の
純
金
を
課
税
標
準

地
方
就
に
於
る
貧
者
過
重
責
携
傾
向

第
三
十
二
巻

丸
一
七

第
六
時
制



地
方
就
に
於
る
貧
者
過
重
責
措
傾
向
・

第
三
十
二
巻

第
六
務

四

九

i¥. 

と
す
れ
ば
、
明
か
に
、
企
業
に
於
け
る
人
格
を
間
援
に
考
慮
す
る
け
れ
ど
も
、
課
税
物
件
(
寅
は
標
準
)
と
し
で
推
定
的
の
牧
律
叉
は
資
本
債
値

量
採
り
、
又
は
金
〈
粗
な
る
外
形
標
準
を
採
る
と
寺
は
さ
う
で
な
い
と
い
い
れ
。

(
陸
-
四
)

岳
ル
は
、
牧
盆
枕
の
銑
勤
』
し
て
、
外
形
標
準
陀
依
る
賦
課
が
新
華
帳
附
の
高
費
用
白
魚
め
に
、
殆
ん
ど
滋
〈
べ
か
ら
ず
に
、
地
租

家
屋
稔
が
数
年
数
十
年
間
も
古
〈
な
る
と
き
に
、
不
公
正
且
つ
忍
ぶ
べ
か
ら
ざ
る
も
の
と
な
る
こ
と
だ
と
免
し
、
プ
ロ
イ
ヤ
1
は
、
定
期
的
夏

正
に
で
す
ら
も
が
、
急
謹
に
魂
は
れ
、
且
ヲ
童
帳
償
値
を
相
蛍
に
嬰
夏
十
J

る
所
の
債
格
及
慣
値
の
推
移
に
決
し
て
遁
随
し
詑
は
ぬ
と
怨
し
、
チ

且
力
、
ベ
ラ
フ
エ
ル
デ
月
等
、
ま
た
、
之
が
標
準
の
陳
腐
と
な
る
べ
奇
を
指
摘
れ
。

エ
1
ベ
ル
ヒ
は
、
此
際
、
責
債
利
子
白
控
除
が
特
別
な
る
困
難
を
も
っ
、
何
ザ
と
な
れ
ば
各
個
の
峨
金
物
櫨
へ
の
責
債
白
自
然
的
分

酬
が
容
し
な
い
。
頁
慨
は

U
し
る
市
に
人
向
性
質
を
有
し
、
牧
金
物
油
躍
に
関
係
な
き
原
因
か
b
位
じ
得
る
か
ら
と
均
し
、
デ
ス
カ
は
、
と
ゆ
ru
枕

盆
積
白
最
大
白
一
吠
監
と
鍔
し
、
モ
ル
、
レ
プ
ヶ
、
ペ
ラ
フ
且
ル
デ
ス
、
之
圭
収
金
税
の
挟
勤
中
に
毅
ふ
。

、

.

ノ

、

}

ノ

伊
特
別
地
税

!
lに
あ
り
て
は
い
右
国
税
地
租
の
附
加
積
に
つ
き
と
い
ふ
験
結
と
同
じ
も
の
を
有
つ
の
外
、
九
W

〆，‘、

恰
か
色
其
が
折
角
、
園
境
地
租
か
ら
し
て
兎
硬
さ
れ
た
土
地
に
劃
し
て
課
税
し
、
業
局
局
め
貧
し
き
農
民
に
過
重
負

(
臨
=
-
)

措
と
な
る
の
可
能
性
大
な
り
と
い
ふ
弱
賠
を
有
っ
て
居
る
。

コ
管
業
課
税

、ιノ
ー
仏
国
税
管
業
牧
盆
稜
附
加
稜

一
山
長
所
1
1
1
1
義
に
あ
り
て
は
、
山
本
人
の
申
告
に
手
買
際
純
盆
に
依
る
こ
と
喜
一
=
一
)
、
間
而
か
も
其
が

年
々
更
正
さ
る
る
こ
と
、
随
っ
て
一
層
貫
際
に
近
づ
く
こ
と
に
於
て
、
課
税
が
管
業
に
於
け
る
人
的
能
力
に
臆
十

る
可
能
性
が
あ
る
だ
け
で
は
、
前
の
地
租
に
比
し
一
層
、
底
能
性
を
有
つ
。

Eheberg， Grundriss. s 93-94・MoIl， a. a. O. :;. 407. Bela Foldes. •. •. O. S. 
355. Terhalle， Fw. S. 204・
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プ
ロ
イ
ャ
ー
は
、
一
般
に
い
ふ
で
、
腕
経
過
瞥
業
年
度
白
寅
際
純
盆
が
替
業
税
賦
課
白
魚
め
白
最
正
営
且
つ
最
信
頼
ナ
べ
き
課
税
標

準
だ
と
い
ふ
こ
と
を
認
む
べ
き
だ
と
い
ひ
、
モ
ル
は
、
責
債
時
除
及
自
己
申
告
を
附
帯
し
た
取
盆
税
は
純
粋
な
る
取
金
税
で
は
な
〈
し
て
、
近

代
化
さ
れ
主
観
化
さ
れ
た
る
非
固
有
白
取
盆
枕
、
特
に
部
分
所
得
及
財
産
税
だ
と
い
ふ
。
兎
も
角
、
此
に
よ

P
て
一
一
屠
腹
能
に
遁
ふ
こ
と
を
得

(
註
=
=
)

る。、‘，，ノろ
短
所

〆
'
t、

川
課
税
物
件
i
l
vど
し
て
帥
営
業
本
位
と
な
り
、
或
人
に
属
す
る
管
業
以
外
の
所
得
を
昆
ゴ
る
こ
と
は
、
税

質
上
巳
む
営
得
な
い
こ
と
で
は
あ
る
が
、
宜
(
鴻
め
人
的
給
付
能
力
に
躍
宇
る
に
は
不
満
足
で
あ
お
。

同
課
税
楳
理
'
l
l
w一
此
に
て
貫
際
の
年
純
益
に
依
る
と
い
ふ
の
は
、
表
て
向
車
は
至
極
公
卒
と
な
る
誇
な

の
だ
が
、
買
際
に
は
管
業
所
得
の
確
知
計
算
が
困
難
で
あ
り
、
実
母
凋
め
此
に
推
定
計
算
が
用
ゐ
ら
れ
、
業
結
果
左

し
て
特
に
小
な
る
管
業
者
か
不
利
と
な
り
、
過
重
負
曜
と
な
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
前
に
所
得
税
に
つ
き
い
へ
る
却

く
で
あ
る
。
向
そ
れ
か
ら
管
業
所
得
に
つ
い
て
も
一
部
、
賓
蹟
に
依
ら
十
し
て
議
算
年
額
に
依
る
場
合
が
あ
る
。

業
れ
だ
け
に
で
も
不
公
卒
可
能
性
が
存
し
.
貧
者
過
重
負
曜
の
機
舎
が
め
る
。

同
税
率

1
1
の
比
例
な
る
こ
と
(
詮
一
思
、
は
明
か
に
小
管
業
者
、
随
っ
て
大
韓
に
於
て
貧
者
遁
重
を
件
ふ

法
人
と
自
然
人
と
に
て
匡
別
は
す
る
け
れ
ど
も
、
業
差
等
が
果
し
て
適
切
か
に
も
疑
問
が
あ
る
。

(
註
』
四
)

今
度
目
改
正
に
て
自
然
人
の
場
令
に
一
千
回
以
よ
と
以
下
と
で
税
率
を
異
に
ナ
る
こ
と
ム
な
り
、
或
度
ま
で
累
還
が
加
味
さ
れ
た
が

此
は
其
れ
だ
け
で
は
何
と
し
て
も
ま
だ
不
満
足
で
あ
る
。
純
盆
一
千
帯
同
園
田
一
替
業
も
純
盆
千
田
由
美
れ
も
同
容
の
課
税
な
の
で
あ
る
か
ら
、
何

地
方
殺
に
於
る
貧
者
過
重
責
捲
傾
向

第
三
十
二
容

五

第
六
披

先A

九

BraucrJ a. a. O. s. 43. Moll， a. a. O. s・40。(5) 



地
方
積
に
於
る
貧
者
過
重
責
措
傾
向

第
三
十
二
巻

第
六
務

ブt

九

O 

と
し
で
も
膿
龍
と
い
ふ
監
か

b
不
満
足
だ
。
允
も
此
は
稔
質
上
、
攻
頁
白
穴
ツ
・
恥
し
い
問
題
で
は
あ
る
。

伊
地
方
餐
業
税
|
|
に
て
は
、
前
記
の
棋
馳
の
外
、
い
園
境
管
業
牧
盆
粧
の
か
け
ら
れ
る
個
人
管
業
の
種
類
の

替
業
に
て
、
園
積
に
て
は
見
積
結
以
下
に
属
す
る
も
の
に
之
を
課
し
、
随
っ
て
其
が
貧
民
税
に
外
な
ら
ぬ
と
い
ふ

棋
結
が
あ
り
、
真
に
ろ
課
税
標
準
と
し
て
外
形
標
準
に
依
る
も
の
の
あ
る
行
け
に
て
色
、
自
ら
貧
者
過
重
を
件

ふ。三
家
尾
税
1

ー
に
も
貧
者
過
重
負
擢
の
可
能
性
は
少
か
ら
宇
存
す
る
。
先
づ
此
税
の
、

判
課
税
物
件
及
納
税
蟻
務
省
i
ー
と
し
て
は
、
各
佃
の
寂
燥
な
北
(
物
件
と
し

J

、
業
所
布
者
十
日
識
耕
4
4
2
す
あ

の
だ
が
、
い
物
税
た
る
の
結
果
、
其
義
務
者
た
る
持
主
の
全
き
人
的
能
力
に
膳
十
る
こ
と
が
出
来
十
、
ろ
其
も
家

屋
の
持
主
に
負
携
が
蹄
す
れ
ば
、
ま
だ
良
い
の
だ
が
、
可
な
り
に
、
住
居
者
た
る
、
借
家
人
市
か
色
極
め
て
貧
し

き
者
に
ま
で
色
轄
撮
す
る
の
可
能
性
が
あ
っ
て
(
註
一
五
)
、
其
潟
め
に
も
貧
者
過
重
負
携
の
機
舎
を
生
守
る
。

(註

--a)
ロ
ピ

y
y
ン
は
、
家
屋
債
値
の
上
の
地
方
殺
は
、
終
局
、
消
費
者
(
家
屋
白
住
居
者
も
其
中
に
入
る
)
に
蹄
者
ナ
る
傾
き
あ
り
と
角
し

モ
ル
は
、
此
積
に
つ
き
概
し
て
い
ふ
で
英
輔
嫁
は
カ
白
血
戦
争
k
景
集
獲
動
と
の
結
果
に
か
ふ
る
と
し
、
そ
し
河
強
制
極
海
な
し
に
自
由
競
争
に

於
で
、
繁
柴
ナ
る
園
民
経
済
と
、
増
加
ナ
る
人
口
と
に
於
て
、
好
品
川
集
由
際
に
は
、
貸
家
主
が
強
者
だ
と
い
ふ
。

同
課
税
標
準
I
l
-
-
と
し
て
評
定
締
賃
貸
署
員
ゐ
、
質
際
組
牧
盆
に
依
ら
ぬ
と
い
ふ
こ
と
は
、
季
上
多
少

遺

憾

で

あ

り

、

推

定

法

の

行

は

る

る

の

外

な

く

、

業
色
回
合
地
方
に
て
は
評
定
が
六
っ
か
し
く
、

業
露
に
も
不

公
卒
可
能
性
が
あ
る
。
業
等
は
ま
だ
忍
ぶ
と
し
て
色
、
家
屋
の
維
持
費
損
減
費
が
大
な
富
者
の
佐
屋
よ
り
も
小
き

Robinson， Public finance. p. 108. Mull， a. l!. O. s. .~25 16) 



な
貧
者
の
住
屋
に
割
合
大
い
も
の
だ
の
に
、
之
を
考
慮
せ
守
し
て
、
其
矯
め
貧
民
負
携
を
過
大
な
ら
し
め
る
可
能

性
の
存
す
と
い
ふ
こ
と
が
あ
〆
る
(
詮
二
。
。

(
陸
=
ハ
)
拙
文
、
家
屋
税
の
課
税
標
準
謹
三

O
参
照
。

C
税
率
ー
ー
が
比
例
と
な
る
こ
と
も
、
某
が
義
務
者
に
る
所
有
主
に
騎
す
と
し
て
も
、
此
が
住
居
者
た
る
人
々

に
再
嫁
す
る
と
し
て
も
、
貧
者
に
過
重
負
擢
と
な
る
の
可
能
性
を
有
つ
。

第
三
段

難
種
韓
産
税
制
押
枚
入
巴
胎
け
る
貧
者
過
重
負
曙

地
方
に
於
け
る
重
な
る
韓
種
は
上
に
説
い
た
。
慮
が
実
れ
だ
け
の
説
明
で
は
足
り
な
い
。
前
ほ
雑
種
税
(
雑
種

税
的
の
特
別
税
を
合
め
)
枕
外
牧
入
に
つ
い
て
も
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

↑
雑
種
税
l
ー
は
範
園
多
岐
に
一
日
一
る
。
一
々
説
明
す
る
は
煩
に
堪
へ
向
。
が
其
も
牧
益
税
的
の
ち
の
か
、
交
通
柱

的
の
も
の
か
、
消
費
税
的
の
も
の
か
に
外
な
ら
ぬ
。
英
中
の
細
民
税
は
傍
程
整
理
さ
れ
た
け
れ
ど
も
、
宵
ほ
可
な

り
に
残
っ
て
居
る
。
牧
盆
税
的
の
も
の
に
つ
き
、
例
之
、
事
人
な

E
へ
の
枕
色
兎
角
下
級
者
に
割
合
に
重
き
負
携

と
な
る
の
は
見
易
き
こ
と
で
あ
り
、
段
別
割
と
い
ふ
て
も
、
之
を
如
何
に
工
夫
改
善
し
て
も
、
所
詮
、
階
部
帆
積
以

上
の
も
の
と
は
な
り
得
子
、
極
め
て
組
な
る
益
卒
に
し
か
過
は
ぬ
(
註
一
七
)
。
車
、
舟
な

E
の
使
用
税
ゃ
、
遊
興
稜

な
E
の
や
う
な
消
費
税
に
し
て
も
、
税
質
上
、
人
的
給
付
能
力
に
鷹
じ
た
色
の
に
は
な
れ
な
い
註
一
八
)
。
不
動
産

地
方
枕
に
於
る
貧
者
過
重
責
措
傾
向

第
三
十
二
巻

一七

九

第
六
就

17) 経済論議三十巻四披20



地
方
税
に
於
る
貧
者
過
重
責
櫓
傾
向

第
六
披

八

第
三
十
三
巻

大4

所
得
税
の
如
き
安
通
説
は
、
ま
だ
有
産
者
税
の
方
だ
と
し
て
、
貧
民
に
閥
係
な
き
ゃ
う
で
も
あ
る
が
、
此
も
税
質

上
、
人
的
給
付
能
力
に
は
遁
躍
し
な
い
謹
一
き
。

(
E
-
セ
V

段
別
割
に
で
も
、
此
自
に
よ
り
等
級
に
よ
り
差
別
し
て
課
ナ
る
例
が
あ
る
と
の
事
だ
が
、
其
れ
に
し
て
も
、
其
等
級
差
別
は
極
め
て

少
〈
、
各
地
片
白
血
貰
際
白
牧
全
能
カ
に
臆
じ
た
も
白
と
は
い
ひ
難

v
。
地
租
地
税
に
代
る
べ
き
も
の
と
し
て
は
、
換
し
で
薦
む
べ
き
も
の
で
は

な
い
。
尤
も
、
水
利
組
合
費
の
矯
め
の
段
別
割
白
み
は
、
此
は
税
で
は
な
〈
、
受
盆
者
責
措
に
外
な
ら
ぬ
か
ら
、
其
は
認
め
て
頁
い
。
併
し
更

に
進
ん
で
考
ふ
る
と
、
其
水
利
組
合
費
で
も
其
を
凡
べ
て
段
別
割
と
し
て
可
と
は
い
「
な

r
o
矢
張
り
其
一
部
は
受
盆
地
片
の
債
値
に
も
臆
じ

で
割
嘗
て
る
の
が
至
営
で
あ
る
。

〈
話
一
八
〉

支
出
、
消
費
、
使
用
』
い
ふ
標
準
が
、
人
白
金
堂
能
カ
に
は
糊
際
せ
ぬ
と

ν
ふ
こ
と
は
、
勝
〈
人
の
認
め
る
叫
別
で
あ
る
υ

人
回
全
管

能
カ
大
な
る
者
に
し
て
、
金
値
上
に
支
出
を
少
〈
し
、
持
に
課
税
物
件
と
し
て
還
ま
れ
た
る
使
用
又
は
消
費
を
タ
〈
ナ
る
が
あ
り
、
他
方
陀
、

能
カ
乏
し
き
に
拘
b
T却
ヲ
て
此
等
の
消
費
又
は
使
用
を
多
〈
ナ
る
が
あ
る
。

(
註
-
・
九
)

モ
ル
は
、
此
種
白
裁
は
怒
意
的
で
あ

P
、
此
が
所
有
移
轄
の
偶
然
自
動
機
に
か
ふ
る
と
鴛
ナ
、
賓
際
、
大
な
る
能
カ
あ
る
人
に
し
て

永
く
其
の
持
ワ
不
動
産
を
貰
P
も
せ
ず
買
も
せ
ず
、
随
っ
て
此
積
を
責
婚
す
る
機
曾
な
き
こ
と
が
あ
る
白
に
、
貸
し
寺
人
が
偶
身
不
動
産
自
一

小
片
の
資
質
移
樽
に
頻
繁
に
関
係
ナ
る
己
と
が
あ
る
。
其
れ
に
双
務
交
通
に
於
で
責
携
が
賞
事
者
中
の
弱
者
に
蹄
す
る
の
傾
奇
あ
り
と
い
ふ
ζ

と
も
貧
者
過
重
責
措
白
機
曾
を
作
る
も
の
で
あ
る
。
命
之
に
つ
い
で
は
忍
白
交
遇
税
に
関
ナ
る
論
文
参
照
。

戸
」
税
外
股
入
|
|
前
記
一
雑
種
税
は
税
種
目
は
多
い
け
れ
ど
も
何
れ
も
大
し
た
も
の
で
は
な
い
。
然
る
に
悲
に
人
の

注
意
を
逃
れ
る
所
の
地
方
牧
入
の
中
に
.
大
な
金
額
で
あ
っ
て
、
而
か
も
潜
み
た
る
枝
、
一
の
間
接
消
費
税
と
も

見
る
べ
き
が
あ
る
。
刷
業
は
電
気
、
電
車
、
基
剤
、
水
道
等
の
公
企
業
に
於
け
る
使
用
料
を
、
業
の
各
の
費
用
を

補
償
す
る
よ
り
も
よ
り
多
く
、
取
る
と
き
に
於
け
る
其
超
過
部
で
あ
る
(
詮
ニ
O
)
。
伊
今
一
に
は
益
企
業
と
色
い
へ

Tys:yka， a. a. O. S. a28. Ropke. a， a. O. s. IZZ-I23.Moll， u. a. O. s. 61 [・
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ぬ
会
務
に
於
け
る
手
数
料
使
用
料
に
於
て
、
相
営
費
用
分
権
額
よ
り
も
よ
り
高
〈
之
を
定
め
る
と
き
に
、
葉
超
過

部
に
潜
在
し
た
る
税
が
あ
る
(
詮
二
一
)
。
後
者
は
そ
ん
な
に
大
な
額
で
な
い
が
、
前
者
に
は
可
な
り
大
な
金
額
じ
上

ぼ
る
こ
と
が
め
り
、

そ
し
て
各
の
場
合
に
於
て
何
れ
だ
け
が
潜
み
た
る
積
と
認
h
u

べ
き
か
を
決
す
る
こ
と
は
六
つ

か
し
い
け
れ
ど
も
、
質
際
此
の
如
き
も
の
が
相
営
に
多
〈
存
す
る
こ
と
は
見
逃
し
て
は
な
ら
ぬ
。

そ
し
て
此
等
は

概
し
て
貧
者
過
重
負
櫓
と
な
る
傾
が
大
ぃ
。

(
桂
三

O
)
地
方
晶
画
企
業
に
て
事
げ
、
b
る
L
利
盆
中
に
で
、
民
替
に
で
も
生
ず
ぺ
か
り
し
普
通
利
潤
は
潜
与
た
る
枕
で
h
v
f
、
之
を
起
ゆ
る
も
の

L
h
v
が
其
れ
だ
と
も
い
ふ
が
、
其
晶
可
遁
利
潤
に
常
る
も
の
と
て
も
、
其
れ
が
防
に
公
企
業
の
使
用
に
崩
せ
ず
し
で
町
主
〈
糾
餓
剰
と
し
て
叩
般
曾

計
に
繰
入
れ

b
る
ふ
も
白
た
る
以
上
は
、
其
は
之
を
超
ゆ
る
も
白
と
止
ハ
に
、
税
収
入
目
代

p
k
せ
b
れ
、
此
な
け
れ
ば
、
結
局
、
其
公
共
闘
檀

に
て
公
然
た
る
税
、
随
ワ
て
給
付
能
力
に
隠
じ
た
る
枕
に
で
充
た
さ
な
〈
で
は
な
ら
ぬ
も
白
で
あ
目
、
随
ワ
て
此
等
の
像
剰
全
部
圭
一
白
潜
ho

た
る
殺
と
丸
て
頁
ぃ
。
或
は
其
普
通
刺
潤
に
嘗
る
も
の
は
会
企
業
の
鴛
め
白
人
民
の
責
措
で
は
な
〈
、
康
義
の
費
用
に
麗
ナ
る
も
?
と
見
て
、

、
、
、
、

其
を
除
曹
た
る
真
白
山
餓
剰
と
、
会
企
業
た
る
が
矯
め
に
民
業
で
あ
っ
た
場
合
よ
り
も
多
少
費
用
が
高
〈
ヲ
〈
と
し
て
、
其
差
大
額
と
白
二
の
も

白
だ
け
が
公
企
業
で
あ
る
が
震
め
の
人
民
の
絵
計
の
責
婚
と
見
て
、
其
札
だ
け
を
溶
か
た
る
稔
と
凡
で
も
真
ぃ
。

品
問
ほ
之
に
闘
し
、
ロ
ビ

y
y
y
は
、
地
方
盤
企
業
が
利
潤
を
生
ず
る
方
法
に
て
料
金
を
定
め
、
英
利
潤
が
地
方
税
の
救
務
白
倉
め
に
使
は
る
ベ

き
こ
と
が
考
へ
ら
れ
且
つ
英
貴
倒
も
あ
る
。
此
計
童
四
行
は
ゐ
ふ
と
奇
に
、
公
共
勤
務
白
或
種
白
も
の
ふ
消
費
者
が
、
其
勤
務
の
会
費
用
の
上

、、、

に
も
、
地
方
圏
健
に
枕
を
扮
ふ
ζ

と
ふ
な
る
。
此
が
街
織
、
又
は
一
真
新
へ
の
間
接
税
と
類
似
し
た
も
白
と
な
る
と
い
ひ
、
マ
エ
ル
チ
ッ
ク
は
、

瓦
新
電
気
水
道
街
餓
等
、
特
に
前
の
三
回
事
業
の
絵
剰
は
、
た
ピ
に
岨
官
業
的
意
味
白
企
業
剥
得
を
一
京
ナ
の
b
O

で
な
〈
、
む
し
ろ
此
に
で
租
務
的

元
素
を
含
む
。
買
手
が
高
き
濁
占
料
金
に
よ

p
て
間
接
税
由
一
一
績
を
、
市

-
F
b
し
で
か
げ
ら
れ
る
と
と
に
よ

p
で
と
鴛
し
、
プ
ラ
イ
ヒ
ア
ー
は

、、

今
日
目
事
情
白
下
に
、
盆
々
強
〈
前
面
に
現
は
る
ふ
観
察
監
は
、
市
町
村
が
不
満
足
な
る
租
枕
収
入
に
直
面
し
て
租
税
換
算
の
騒
誠
を
意
味
ナ

地
方
税
に
於
る
貧
者
過
重
責
措
傾
向

第
三
十
二
巻

九
二
三

第
大
時
制

九



地
方
税
に
於
る
貧
者
過
重
責
措
傾
向

第
三
十
二
巻

第
大
時
現

九

四

O 

る
帥
営
利
源
を
備
ふ
る
こ
と
に
指
示
さ
る
L

乙
と
だ
み
」
鴛
し
、

エ
ー
ベ
ル
ヒ
も
、
市
町
村
は
、
此
種
の
事
業
に
て
、
此
迄
、
在
企
業
に
入
り
た
る

利
得
を
自
b
自
然
め
に
要
求
せ
ん
と
し
以
て
英
増
進
ナ
る
地
方
需
要
白
一
部
を
、
租
税
陀
依
る
過
多
責
措
な
〈
し
て
充
た
し
得
し
め
宇
う
L
ζ

ナ

る
と
矯
し
、

レ
プ
ケ
は
、
債
格
が
費
用
水
準
を
唯
少
し
〈
超
『
て
、
随
っ
て
鴬
該
企
業
が
規
則
正
し
く
、
或
小
な
る
剃
僚
を
一
般
岡
家
目
的
白

党
め
に
供
ナ
る
場
合
が
あ
る
。
其
は
岡
家
(
又
は
地
方
闇
値
)
回
一
瞥
利
努
力
と
共
同
経
済
と
白
問
白
調
和
に
外
な
b
ぎ
る
此
原
則
に
従
ふ
て
、
概

し
て
、
郵
便
、
瓦
斯
、
水
道
、
電
力
、
屠
斎
場
、
会
保
険
業
が
替
ま
る
と
矯
判
。

(
註
ニ
ご

公
経
済
的
歳
入
と
し
て
、
公
勤
務
に
伴
ひ
て
取
る
所
D
課
徴
物
た
る
手
数
料
、
使
用
料
は
公
共
勤
務
費
用
の
相
官
の
一
部
の
み
を
充

た
す
が
加
〈
に
定
め
、
建
課
は
一
般
的
の
責
携
た
る
租
税
に
て
充
た
す
べ
し
と
す
る
が
、
其
相
営
部
が
何
れ
だ
け
か
の
定
め
方
が
六
っ
か
し
〈

其
を
多
少
高
〈
定
め
る
己
主
に
よ

H
て
、
其
虚
に
崎
市
hm
た
る
枕
を
か
け
る
と
と
も
出
来
、
其
が
恰
か
も
貧
乏
人
に
で
多
〈
携
は
る
L

場
合
白
畑

春
、
矢
張
P
間
接
消
費
積
に
似
た
る
も
の
と
な
り
得
る
。
之
に
つ
き
モ
ル
は
、
課
徴
物
が
岡
衆
又
は
地
方
圏
憶
に
、
官
に
宵
鳳
白
止
ハ
カ
に
封
ナ

る
費
用
が
補
償
さ
る
ふ
白
み
で
な
〈
、
之
を
起
へ
て
、
鈴
剰
債
値
が
携
は
る
L

だ
け
す
同
〈
定
め

b
る
L

こ
と
が
仮
定
さ
れ
る
宇
否
宇
、
其
課
徴

、、

物
は
英
れ
だ
け
に
で
間
接
税
の
性
質
を
有
っ
と
匁
し
、
ベ
ラ
ア
エ
生
ア
ス
は
、
岡
家
は
各
個
人
か

b
し
て
は
園
務
費
用
の
一
部
白
み
を
要
求
ナ

べ
膏
だ
。
何
と
な
れ
ば
図
案
は
国
家
と
し
で
其
一
部
を
一
般
歳
入
か
ら
充
た
す
べ
き
も
の
だ
か
ら
。
金
者
費
用
が
計
算
さ
る
L

を
得
る
だ
け
に

で
は
其
が
手
数
料
白
最
大
限
で
あ
る
。
岡
家
が
此
限
界
を
超
へ
、
手
験
料
の
計
算
に
於
で
、
各
個
人
が
岡
家
行
魚
か
b
受
〈
る
利
用
を
考
慮
ナ

る
と
奇
は
、
園
家
は
此
に
私
経
捕
間
的
領
域
に
あ
る
。
然
る
と
き
に
彼
を
導
〈
の
は
利
得
。
考
で
、
手
数
料
が
葱
に
で
は
最
早
、
英
国
家
経
沸
的

性
質
量
失
ひ
、
人
民
自
給
付
は
債
格
成
形
の
法
則
に
蹄
ナ
。
此
手
数
料
は
温
性
的
手
数
料
と
呼
ぶ
を
得
る
。
岡
家
が
彼
の
勤
務
給
付
を
、
単
純

に
、
所
得
替
測
の
行
免
と
し
て
見
る
と
奇
は
、
そ
し
て
彼
白
給
付
を
要
求
ナ
る
人
民
か
ら
私
経
済
的
供
定
の
利
金
を
超
へ
て
、

一
周
高
奇
金
銭

上
自
給
付
を
引
〈
鴛
め
に
此
機
曾
を
利
用
ナ
る
と
き
は
、
特
に
人
民
が
此
給
付
を
要
求
に
取
る
こ
と
を
品
開
儀
な
〈
さ
b

L
と
き
は
、
手
数
料
が

、、
租
税
に
逗
づ
f
。
圃
家
が
圃
家
機
関
白
要
求
を
強
制
す
る
と
き
は
、
租
税
性
質
が
一
層
前
面
に
現
は
れ
、
随
っ
て
此
手
数
料
が
多
〈
の
事
者
に

よ
り
て
純
手
数
料
税
と
い
ふ
名
を
奥
へ
ら
れ
た
と
い
ふ
。
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結

論

以
上
要
之
.
我
闘
の
地
方
税
が
大
糖
、
直
接
税
だ
と
い
ふ
こ
と
か
ら
、
其
れ
で
は
富
者
税
有
産
税
で
め
り
、
富

者
割
合
に
電
〈
、
貧
者
割
合
に
軽
〈
負
携
す
る
こ
L
L
に
も
な
っ
て
、
圃
穂
の
貧
者
過
重
負
権
全
緩
和
し
排
消
す
る

か
と
も
想
は
る
る
が
、
其
買
、
之
を
検
討
し
て
見
る
と
、
其
物
税
は
税
質
上
明
か
に
物
的
客
観
的
課
税
で
、
人
の

主
観
か
ら
し
て
は
能
力
に
相
膳
せ
字
、
な
し
ろ
貧
者
過
重
と
な

h
.
人
税
と
て
も
、
地
方
の
に
て
は
闘
拡
に
於
け

4
よ
ん
つ
も
二
牌
歩
〈
物
税
的
で
め
旬
、
不
し
て
雑
稗
耽
も
亦
、
人
的
能
力
に
鵬
じ
に
も
mw
で
な
〈
w

勝
仁
親
外
敵

入
の
中
に
大
な
間
接
消
費
税
が
潜
ん
で
居
っ
て
、
地
方
税
。
い
な
、
地
方
歳
入
は
全
鰹
上
、
可
な
り
に
貧
民
過
重

負
携
の
存
す
る
こ
と
を
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
。

地
方
裁
に
於
る
貧
者
過
重
責
櫓
傾
向

第
三
十
ニ
巻

九

五

第
六
披


